
クレジットカード利用に関する合意書
発注者（以下、「甲」という。）、支払いに利用されるクレジットカードの名義人（以下、「乙」という。）及びマナテック
ジャパン合同会社（以下、「丙」という。）とは、以下の通り合意する。

1. 甲は、丙に対し、下記のとおり丙製品の発注（以下、「本件発注」という。）を行ない、乙は、本件発注を了承の上、丙に対し、本件
発注にかかる代金（以下、「本件代金」という。）を、下記乙名義のクレジットカードをもって支払う（以下、「本件支払」という。）

記

2. 乙は、本件支払に用いるクレジットカードの会員規約に基づき、クレジットカード会社に対し本件支払にかかるカード利用代金を支払
うものとし、丙が本件支払を受けてクレジットカード会社から本件代金を受領することが妨げられないようにするものとする。

3. 上記にもかかわらず、クレジットカード会社から支払拒絶を受けるなど、丙が本件支払により本件代金を受領することができなかった
場合は、甲及びお疲れさまです。は、連帯して、丙に対し、直ちに、丙の指定する方法により本件代金を支払うものとする。

4. クレジットカード会社は既に本件支払をうけて丙に対し本件代金の支払いを行なったが、乙がクレジットカード会社に対し本件支払
にかかるカード利用代金を支払わなかった等の事情により、クレジットカード会社が丙に対し本件代金の返還を請求し、丙がかかる返
還請求に応じてクレジットカード会社に本件代金を返還した場合は、甲及び乙は連帯して丙に対し直ちに、丙の指定する方法により本
件代金を支払う債務を負うものとする。

5. その他、本件発注にかかる支払いに関しては、甲及び乙が全ての責任を負うものとし、丙は、甲乙間でベット行なう合意により甲が乙
に対して本件代金を支払う場合の甲の乙に対する支払債務等、本件発注にかかる支払いに関する一切の債務から免責される。なお、
甲が乙に対して本件代金を支払う場合における、甲の乙に対する支払債務の弁済時期、弁済方法等に関しては、甲乙両者間で話し合
いのもとに別途決定されるべきものであり、丙は一切関知せず、またその義務もないものとする。

6. 甲乙丙は、本合意に関する全ての紛争に関する法的手続きが、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審とする専属管轄に服する
ことを合意する。

 上記合意の証として本書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有する。

製品発注日 年　　　　　　月　　　　　　日

年　　　　月　　　　日 （甲） 登録申請番号又はアカウント番号：

 住所：〒

 

 氏名（署名）：

※必ず金額をご記入ください。

支払方法

ご注文合計金額（配送料含む） ￥

オーダーの種類
□ オートシップ・オーダー（キャンセル手続きを行なうまで定期的に丙より甲に出荷される）
□ その他のオーダー

発注期間
（オートシップ・オーダーのみ）

変更あるいはキャンセルが生じるまで

クレジットカード

□ VISA　　□ MasterCard　　□ JCB

カード名義人名：

カード種類： 有効期限：

（フリガナ）
カード番号：

（乙） アカウント番号：

 続柄：

 住所：〒

 

 氏名（署名）：

（丙） 〒108-0075

 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー

 マナテックジャパン合同会社

 ロナルド・デール・ノーマン


